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4月に 1歳を迎える赤ちゃんの写真を募集します

①赤ちゃんの氏名（ふりがな）②生年月日③保護者氏名（ふりがな）
④住所⑤電話番号をご記入の上、写真を添付して、次のいずれかの方
法でご応募ください。詳しくは、彦根市ホームページをご覧ください。

※応募多数の場合は、抽選を行うことがあります。
※メールを送ってから 5 日以内に返信がなければ、受付できて
　いない場合がありますのでご連絡ください。
※郵送の場合、応募写真は返却できませんのでご了承ください。

▶メール（koho@ma.city.hikone.shiga.jp）
▶郵送（〒522-8501 元町 4-2　彦根市役所広報課「赤ちゃん写真」係）

問い合わせ先
　 広報課☎30-6103、FAX 22-1398

広報ひこねに「氏名」「住所の町名」を掲載します

1 歳のお誕生日
おめでとうございます

北沢 優
ゆ き の

樹乃ちゃん
（小泉町）

林 恭
きょうへい

平ちゃん
（京町三丁目）

西澤 玲
れい

ちゃん
（西今町）

加藤 由
ゆ き

紀ちゃん
（平田町）

西山 碧
あおり

莉ちゃん
（大堀町）

備えよう住宅用火災警報器
10 年経ったら取り替えましょう！

救急車は限りある資源です
適正な利用にご理解・ご協力をお願いします！

応募期限　3月 10日㈫（必着）

消防だより彦根市消防本部予防課☎22-0332・FAX22-9427

久米田 浬
かいり

ちゃん
（川瀬馬場町）

内西 望
みてき

笛ちゃん
（川瀬馬場町）

春
の
火
災
予
防
運
動
（
３
月
１
日
㈰
〜
同
７
日
㈯
）
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令和元年中　火災・救助・救急事案の
発生状況 　　　  ※（　　）内は平成 30 年中

住宅防火　いのちを守る
７つのポイント
▼３つの習慣
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた
位置で使用する。

③ガスこんろなどのそばを離れるときは必
ず火を消す。

▼４つの対策
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報
器（住警器）を設置する。

②寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐ
ために、防炎品を使用する。

③火災を小さいうちに消すために、住宅用
消火器などを設置する。　

④お年寄りや身体の不自由な人を守るため
に、隣近所の協力体制をつくる。

消防団による「家庭防火診断」
　消防団員の訪問に、ご理解・ご協力をお
願いします。

住警器の設置・管理
火災を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐた

めに、全ての住宅に住警器の設置が義務付
けられています。
住警器は、古くなるとセンサーや回路など

の電子部品が劣化し、火災を感知しなくな
ることがあります。10年を目安に、本体ご
と交換しましょう。
※住警器は、寝室（寝室が２階にある場合は、
階段にも）に設置が義務付けられています。

全国山火事予防運動
　春になると、登山などで山に入る機会が
増えます。山には枯葉や枯草が多いため、
山火事発生の危険性が高くなっています。
　山火事を防ぐため、枯草などのある場所
や、強風時・乾燥時には、たき火や野焼き
をしないでください。たばこの吸殻は必ず
消すとともに、投げ捨てはしないでくださ
い。

ガソリンを携行缶で購入する場合
ガソリンの適正な使用を徹底するため、

ガソリンを携行缶で購入する人に、2月 1
日から、消防法で
①本人確認（運転免許証の提示など）
②使用目的の確認
　を行うとともに、
販売記録を作成することが義務付けられま
した。

出火件数 48件
34 件　建物火災 （32件）
0件　林野火災
2件　車両火災
12件　その他
0 人死者 （3人）

出場件数 60件
3 件　火災
34件　交通事故
7件　水難事故
3件　機械事故
13件　その他

（51件）

（0件）
（3件）
（16件）

出場件数
　急病
　一般負傷
　交通事故
　その他

5,911 件
4,090 件
859件
499件
463件

火災 救助

救急
※主な出火原因（多い順）
R1　：たばこ、電気関係、
　　　放火（疑い含む）、たき火
H30：電気関係、たき火、
　　　放火（疑い含む）、こんろ

問い合わせ先　 都市計画課
☎ 30-6124、FAX24-8517、

toshikeikaku@ma.city.hikone.shiga.jp
〒 522-0074 大東町 2-28（アル・プラザ彦根 3階）

　「彦根城周辺パーク・アンド・バスライド
社会実験」の利用特典（割引などのサービス提供）
にご協力いただける店舗を募集します。
　この社会実験は、渋滞対策だけでなく、観
光客の集客を高め、周遊を促進し、観光の
活性化につなげることを目的としています。

申込方法　募集要項を確認の上、申込用紙
に必要事項を記入し、メール、FAX、郵
送または直接窓口。
　※募集要項・申込用紙は、彦根市ホーム
　ページを確認してください。
申込締切　3月 6日㈮（必着）
その他　市が作成するパンフレットなどで
協賛店舗を紹介します。

土田 啓
けいた

太ちゃん
（地蔵町）

川村 倖
こうき

暉ちゃん
（川瀬馬場町）

丸山 凛
りおん

皇ちゃん
（古沢町）


